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施設の設備が整ってい た

保育士の人数が十分確保されてい た

施設や職員の服装等が衛生的で好感がもてた

他に預け るところ がなかった

利用料（ 保育料） が安かった

通勤途中にある

評判がよかった

紹介された、すすめられた

希望する年齢から預け られた

希望する時間預け られた

認可保育所に入れなかった

職場に近い

希望する時期から預け られた

利用する時間の融通がき く

見学した時の職員の対応がよかった

保育方針や内容がよかった

自宅から近い

○ 認可外保育施設の利用者全体（※認可保育所と比較したかどうかを問わず、認可外保育施設を積極的に選択

した者を含む）の選択理由を見ると、「自宅から近い」が多く、地理的要素が保育所選択において重視されている。

また、「保育方針や内容」で認可外保育施設を選択しているケースも多い。

認可外保育施設の利用者の選択の現状 ② （全体）

（出典） 厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成16年）

黄色
施設選択理由
（複数回答）

茶色
施設選択理由

（最優先）

(%)
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認可外保育施設の認可保育所への移行希望・移行上の問題点①

○ 認可外保育施設の約４割は、認可保育所への移行希望を有している。

○ 認可保育所への移行希望のある施設にとっての問題点は、「基準に満たない」ケースが約６割を占めるほか、

手続や経理の煩雑さを挙げる施設も多く見られる。

近々、認可保
育所に移行す
る予定である

2%

不詳
2%

いずれ、認可
保育所に移行

したい
41%

認可外保育施
設のままでよい

55%

認可保育所の
基準に満たない
1685施設（61%)

認可保育所へ移
行する手続きが

複雑である
807施設(29%)

認可保育所の
経理が煩雑

336施設(12%)

その他
886施設(32%)

不詳　12施設
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1

認可外保育施設の移行希望 移行希望のある保育所における認可移行上の問題点

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成１８年）
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認可外保育施設の認可保育所への移行上の問題点②

○ 認可保育所への移行を希望する施設であって認可基準を満たせない施設のうち、約８割が施設設備基準を

挙げている。

1 298施設(77%)

 611施設(36%)

 413施設(25%)

 187施設(11%)

 231施設（14%)

 24施設

 0  200  400  600  800 1 000 1 200 1 400

施設設備基準

立地基準

職員基準

保育時間・開所時間基準

その他

不詳

（資料）厚生労働省「地域児童福祉事業等調査報告」（平成１８年）
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認可外保育施設

保育所

３歳未満児における保育所・認可外保育施設利用率【都道府県別】

（参考）

※【保育サービス利用率】＝【保育所利用児童数（３歳未満児）】÷【３歳未満人口】
※【認可外保育施設利用率】＝ 【認可外保育施設利用児童数（３歳未満児）】÷【３歳未満人口】
※「保育所利用児童（３歳未満児）」：福祉行政報告例【厚生労働省（平成２０年４月１日現在）】
※「認可外保育施設利用児童数（３歳未満児）」：厚生労働省保育課調べ（平成１９年３月３１日現在）

「３歳未満人口」：平成１７年国勢調査【総務省統計局（平成１７年１０月１日現在）】
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○ すべての子どもの健やかな育ちを支援する観点からは、認可外保育施設に入所している子どもに対しても、

認可保育所に入所している子どもと同様に、良好な育成環境が保障されることを目指すべきであり、認可基準の

到達に向け、認可外保育施設の質の向上に対する支援を強化すべきではないか。

○ 待機児童が解消できていない中、認可保育所に入所できれば、一定水準の質と公費投入が得られ、認可

保育所へ入所できなければ、質の保障も公費投入も得られないというのは、公平性に欠けるのではないか。

○ 従来の認可保育所では対応しづらい夜間の保育など多様なニーズへ対応するサービスの位置付けや質の確

保をどう考えるべきか。

検討の視点

○ 待機児童の多い都市部に着目して、面積基準や保育従事者の資格要件の緩和を求める考え方もあるが、

すべての子どもに対する良好な育成環境の保障の観点から、地域によって基準を異ならせることをどう考えるか。

※ なお、施設基準については、現行の構造基準による設備基準（数値基準）の科学的検証のほか、乳幼児の生活・活動を支える機能面

に着目した保育環境・空間の基準（定性的基準）としてどのようなものが考えられるか、研究事業が進められているところ。

（「機能面に着目した保育所の環境・空間に係る研究事業」（全国社会福祉協議会への委託研究事業））

○ 国の定める最低基準のあり方について、全国どこでも最低限の保育の質を確保した上で、利用者の意見や
地域性、地方公共団体やサービス提供者の創意工夫を発揮できるようにするにはどうすれば良いか。
（第13回（10/6）の検討の視点）


